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１ 県立消費生活センター受付状況

令和３年度（令和３年４月１日 ～ 令和４年３月31日）に寄せられた相談件数は、

2,242件で、前年度（2,410件）に比べて168件（７％）減少しました。

相談件数が減少した要因として、新型コロナウイルス感染症や架空請求に関連した相

談の減少が挙げられます。

※新型コロナウイルス感染症に関連する相談：71件 前年度：201件 ▲130件

架空請求に関連する相談： 36件 前年度： 67件 ▲ 31件

２ 県内市町村消費生活相談受付状況

県内市町村の窓口が受け付けた消費生活相談件数は、2,776 件で、前年度（3,065

件）と比べて289件（9.4％）減少しました。

また、県内市町村の窓口が受け付けた消費生活相談件数と県立消費生活センターとの

合計数は、4,999件で、市町村の県内の相談受付数は平成29年度以降、県立消費生活

センターの受付件数を上回っています。

※市町村相談件数の県内の相談件数に占める割合：55.5％

３ 県立消費生活センターが受け付けた消費生活相談内容

〇契約当事者は、依然として６０歳以上の割合が高い

年代別にみると70歳以上の契約当事者が585人、60歳代が346人となって

おり､60歳以上の契約当事者が全体に占める割合は約42％で、依然として高齢の

方からの相談が多い状況にあります。

なお、成年年齢の引き下げの対象となる18歳及び19歳の相談件数は、18件で

した。

〇相談の多い商品・サービスでは、「商品一般」に関する相談が最多

相談の多い商品・サービスは、迷惑メールや不審な電話、身に覚えのない請求な

どの相談を含む「商品一般」が222件で最多でした。次に「化粧品」125件、

「役務その他」98件、「融資サービス」96件でした。特徴として化粧品のうち定

期購入に関する相談が101件あり、約８割と高い割合を占めています。

〇販売購入形態別では、「通信販売」に関する相談が最多

販売購入形態別では「通信販売」に関する相談が742件と最も多くなっています。

※件数は、前年度の８０１件と比べると59件（７.４％）減少。

なお、「通信販売」における定期購入に関する相談は、157件と２割以上を占めて

おり、「解約しようと思い、電話をするがつながらない」、「低価格に設定されている

商品を申込みしたところ定期購入になっていた」といった相談が多くありました。

また、「通信販売」におけるインターネット利用に関する相談は、全体の件数が減

少する中で、60歳以上の高齢者の相談件数は増加しています。

令和３年度に高知県立消費生活センターに寄せられた相談等の概要
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１ 県立消費生活センター受付状況

(１)相談受付状況

令和３年度の相談受付総数は、2,242件で、前年度（２,410件）比では７％（168件）

減少している。

表―１ 消費生活相談、個人情報相談別件数

図－１ 相談受付件数推移

（２)個人情報相談

令和３年度の消費生活に係る個人情報に関する相談は、19件で、前年度（15件）より４件

増加している。

表－２ 個人情報相談内容（重複あり）

苦情相談 問合せ 要望 R３年度計 R２年度 増減
対前年比

（％）

消費生活相談 ２，０２３ １９９ １ ２，２２３ ２，３９５ －１７２ ９２.８

個人情報相談 １８ １ ０ １９ １５ ４ １２６.７

合計 ２，０４１ ２００ １ ２，２４２ ２，４１０ －１６８ ９３.０

目的外
利用

不適正
な取得

情報内容

の誤り

漏洩・
紛失

委託先
の監督

同意の
ない提供

オプト
アウト
違反

開示等
苦情の
窓口対応

その他

２ ４ ０ ７ ０ ４ ０ ０ １ ３
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２ 県内市町村消費生活相談受付状況

県内の市町村の窓口が受け付けた相談は、2,776 件で、市町村の県内の相談受付数の合計は、29年度

以降、県立消費生活センターの相談受付数を上回っている。消費生活センターを設置している高知市、南

国市、幡多広域の合計件数は、2,406 件で、市町村受付件数全体の約87％を占めている。

表－３ 市町村窓口相談受付件数 ※（ ）内は、再掲件数

R３年度 （件） R２年度 （件）

市町村名 市町村受付数 県受付数 合計 市町村名 市町村受付数 県受付数 合計

高知市 １，９８０ １，１１０ ３，０９０ 高知市 ２，１７６ １，１８３ ３，３５９

室戸市 １ ２８ ２９ 室戸市 ６ ３８ ４４

安芸市 ２２ ４３ ６５ 安芸市 ２７ ５４ ８１

東洋町 ０ ７ ７ 東洋町 ２ ８ １０

奈半利町 ０ ６ ６ 奈半利町 ４ １３ １７

田野町 ２ ９ １１ 田野町 １ １２ １３

安田町 ０ ８ ８ 安田町 ２ １２ １４

北川村 ０ ２ ２ 北川村 １ ５ ６

馬路村 ０ ０ ０ 馬路村 ０ ４ ４

芸西村 １ ８ ９ 芸西村 ６ ７ １３

香南市 １２５ ８０ ２０５ 香南市 １３１ １０６ ２３７

香美市 ８２ ７１ １５３ 香美市 ９４ ６２ １５６

南国市 １８７ １２８ ３１５ 南国市 １８６ １２５ ３１１

本山町 ２ １６ １８ 本山町 ０ １３ １３

大豊町 １３ １９ ３２ 大豊町 １９ １４ ３３

土佐町 １ １４ １５ 土佐町 １ １３ １４

大川村 ０ ２ ２ 大川村 ０ ０ ０

土佐市 １５ ９５ １１０ 土佐市 １１ １０９ １２０

いの町 １５ １１１ １２６ いの町 １１ １１９ １３０

仁淀川町 ２ ２０ ２２ 仁淀川町 ６ １９ ２５

佐川町 ０ ３４ ３４ 佐川町 ２ ６２ ６４

越知町 １ １２ １３ 越知町 １ ２１ ２２

日高村 ２ １８ ２０ 日高村 １ １７ １８

須崎市 ５０ ７１ １２１ 須崎市 ５５ ７６ １３１

中土佐町 ２ １１ １３ 中土佐町 ２ ２２ ２４

津野町 ３ １７ ２０ 津野町 ３ １５ １８

梼原町 １ ７ ８ 梼原町 １ ９ １０

四万十町 ３ ３３ ３６ 四万十町 １０ ３８ ４８

幡多広域 ２３９ ― ２３９ 幡多広域 ２７５ ― ２７５

四万十市 ０ ５３ ５３ 四万十市 ０ ２９ ２９

宿毛市 ０ ３５ ３５ 宿毛市 １ ３０ ３１

土佐清水市 １１ １３ ２４ 土佐清水市 １７ １６ ３３

黒潮町 １３ １６ ２９ 黒潮町 １２ １３ ２５

大月町 １ ６ ７ 大月町 ０ ４ ４

三原村 ２ ３ ５ 三原村 １ ３ ４

(幡多地域計) (２６６) (１２６) (３９２) (幡多地域計) (３０６) (９５) (４０１)

市町村合計 ２，７７６ ２，１０６ ４，８８２ 市町村合計 ３，０６５ ２，２７１ ５，３３６

市町村不明 ４３ ４３ 市町村不明 ４０ ４０

県外 ５９ ５９ 県外 ５８ ５８

無回答 １５ １５ 無回答 ２６ ２６

総 計 ２，７７６ ２，２２３ ４，９９９ 総 計 ３，０６５ ２，３９５ ５，４６０
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３ 県立消費生活センターが受け付けた消費生活相談内容

(１)相談方法別

表－４ 相談方法別

(２)相談結果別

表－５ 相談結果別 （令和４年６月５日現在）

＊助言（自主交渉）・・・消費者トラブルに対して、相談者が事業者と自主交渉することで解決する可能性があり、

かつ自主解決の努力がなされていない相談に対し、自主解決の方法を伝えた場合

（例）： クーリングオフの方法を助言、相談に対して助言するとともに関係機関や相談窓口を紹介、不審な電

話やメールを無視するよう助言、相談する中で相談者に思い違いを助言等

＊その他情報提供・・・・ 斡旋以外の処理で「助言（自主交渉）」に該当しない回答をした場合

(３)契約当事者別

年代別にみると、相談件数が最も多いのは、70歳以上、次いで50歳代、60歳代となっ

ている。60歳以上の契約当事者が全体に占める割合は、40％を超える高い割合となってい

る。なお、20歳未満の相談件数の全体に占める割合は、2.5％で、18歳、19歳の相談件数

は、18件であった。

表－６ 契約当事者性別等

表－７ 契約当事者年齢層

R３年度 R２年度
増減

件数 構成比（％） 件数 構成比（％）

来 訪 ２１６ ９.７ ２５０ １０.４ －３４

電 話 １，９５４ ８７.９ ２，０９０ ８７.３ －１３６

文 書 ５３ ２.４ ５５ ２.３ －２

合 計 ２，２２３ １００.０ ２，３９５ １００.０ －１７２

他機関

紹介

助言＊

（自主交渉）

その他＊

情報提供
斡旋解決 斡旋不調 処理不能 処理不要 処理中

８７ １，２６６ ５５３ １５５ ２２ ４７ ６４ ２９

R３年度 R２年度
前年比（％）

件数 構成比（％） 件数 構成比（％）

性

別

男性 ９７４ ４３.８ １，０２１ ４２.６ ９５.４

女性 １，１０３ ４９.６ １，１９８ ５０.０ ９２.１

団体 １２２ ５.５ １４１ ５.９ ８６.５

不明 ２４ １.１ ３５ １.５ ６８.６

合 計 ２，２２３ １００.０ ２，３９５ １００.０ ９２.８

R３年度 R２年度
前年比（％）

件数 構成比（％） 件数 構成比（％）

年

代

別

20 歳未満 ５５ ２.５ ７７ ３.２ ７１.４

20 歳代 １４５ ６.５ １６４ ６.９ ８８.４

30 歳代 １８５ ８.３ １５９ ６.６ １１６.４

40 歳代 ２７７ １２.４ ３０２ １２.６ ９１.７

50 歳代 ３５５ １６.０ ３６７ １５.３ ９６.７

60 歳代 ３４６ １５.６ ３９７ １６.６ ８７.２

70 歳以上 ５８５ ２６.３ ６０６ ２５.３ ９６.５

団体・不明 ２７５ １２.４ ３２３ １３.５ ８５.１

合 計 ２，２２３ １００.０ ２，３９５ １００.０ ９２.８
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表－８ 契約当事者職業別

(４)商品・サービス大分類別

商品・サービス大分類でみると、「商品一般」に関する相談が最も多く寄せられている。

表－９ 商品・サービス大分類別

＊商品一般・・・商品の相談ではあるが、他の分類に特定できない、または特定する必要のない相談
不審なメール、身に覚えのない請求などの相談が含まれます。

R３年度 R２年度
前年比（％）

件数 構成比（％） 件数 構成比（％）

職
業
別

給与生活者 ８２３ ３７.０ ８６４ ３６.１ ９５.３

自営・自由業 １９１ ８.６ ２０２ ８.４ ９４.６

家事従事者 １５８ ７.１ １６３ ６.８ ９６.９

学生 ７１ ３.２ ９９ ４.１ ７１.７

無職 ７１８ ３２.３ ７７０ ３２.２ ９３.２

企業・団体 １２１ ５.５ １４１ ５.９ ８５.８

その他・不明 １４１ ６.３ １５６ ６.５ ９０.４

合 計 ２，２２３ １００.０ ２，３９５ １００.０ ９２.８

R３年度 R２年度
前年比
（％）件数

構成比
（％）

件数
構成比
（％）

商

品

商品一般＊ ２２２ １０.０ ２５２ １０.５ ８８.１

食料品 １５６ ７.０ ２５６ １０.７ ６０.９

住居品 ９４ ４.２ ８５ ３.５ １１０.６

光熱水品 ６５ ２.９ ７１ ３.０ ９１.５

被服品 ９４ ４.２ １０５ ４.４ ８９.５

保健衛生品 １８２ ８.２ １９６ ８.２ ９２.９

教養娯楽品 １５５ ７.０ １７９ ７.５ ８６.６

車両・乗り物 ６０ ２.７ ５２ ２.２ １１５.４

土地・建物・設備 ５６ ２.５ ５２ ２.２ １０７.７

他の商品 ７ ０.３ ３ ０.１ ２３３.３

小 計 １，０９１ ４９.０ １，２５１ ５２.３ ８７.２

サ

｜

ビ

ス

クリーニング ８ ０.４ ５ ０.２ １６０.０

レンタル・リース・貸借 １１６ ５.２ ９３ ３.９ １２４.７

工事・建築・加工 ６７ ３.０ ７３ ３.０ ９１.８

修理・補修 ３８ １.７ ３０ １.３ １２６.７

管理・保管 ２ ０.１ ４ ０.２ ５０.０

役務（サービス）一般 ２０ ０.９ ２０ ０.８ １００.０

金融・保険サービス ２０２ ９.１ １８２ ７.６ １１１.０

運輸・通信サービス １８３ ８.３ ３７４ １５.６ ４８.９

教育サービス ７ ０.３ ７ ０.３ １００.０

教養・娯楽サービス １８７ ８.４ ４７ １.９ ３９７.９

保健・福祉サービス ６２ ２.８ ６８ ２.８ ９１.２

他の役務（サービス） １０５ ４.７ ８４ ３.５ １２５.０

内職・副業・ねずみ講 ２０ ０.９ ９ ０.４ ２２２.２

他の行政サービス １９ ０.９ ４０ １.７ ４７.５

小 計 １，０３６ ４６.７ １，０３６ ４３.２ １００.０

他の相談 ９６ ４.３ １０８ ４.５ ８８.９

合 計 ２，２２３ １００.０ ２，３９５ １００.０ ９２.８
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(５)相談の多い商品・サービス

①相談の多い商品・サービス

〇商品・サービスを詳細に区分してみると、「商品一般」に続き、「化粧品」、「役務・その他」、「融

資サービス」に関する相談が多かった。

○「化粧品」に関する相談では、解約したいが電話がつながらない、解約を申し出たが断られたな

ど、定期購入に関する相談が寄せられている。

〇前年度に相談の多かった「健康食品」に関する相談は減少した。

表－10 相談件数の多い商品・サービス

＊商品一般・・・商品の相談ではあるが、他の分類に特定できない、または特定する必要のない相談、不審な
メール、身に覚えのない請求などの相談が含まれます。

＜参考＞令和３年４月から商品・サービスの分類が一部変更され、「放送・コンテンツ等」が廃止された。「放送・
コンテンツ等」に分類していた相談は、「娯楽等情報配信サービス」や「他の教養・娯楽」などに分類さ
れるようになった。

商 品 ・ サービス R３年度 R２年度 増減

１ 商品一般＊ ２２２ ２５２ －３０

２ 化粧品 １２５ ９５ ３０

３ 役務その他 ９８ ６６ ３２

４
融資サービス

主に フリーローン・サラ金

９６
９１

１０１
９３

－５
－２

５ 借家・賃貸アパート ８７ ６７ ２０

６ 健康食品 ７８ １６８ －９０

７
他の教養・娯楽

うち インターネットゲーム

出会い系サイト・アプリ

７１
２５
２４

－
１４
１４

－

１１

１０

８
移動通信サービス

主に 携帯電話サービス

６９

４９

６５

４０

４

９

９
娯楽等情報配信サービス

うち アダルト情報サイト

６８

３５

－

４０

－

－５

９ 相談その他 ６８ ８０ －１２

１１ 工事・建築 ６７ ７０ -３

１２ 自動車 ５２ ４２ １０

１３

インターネット通信サービス
主に インターネット接続回線

うち 光ファイバー

５１

４５

３６

８９

７５

６０

－３８

－３０

－２４

１４ 電気 ４４ ５４ －１０

１５ 修理・補修 ３８ ３０ ８

そ の 他 ９８９ － －

合 計 ２，２２３ ２，３９５ －１７２
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②年齢層別で相談の多い商品･サービス

○年齢層別に相談の多い商品・サービスをみると、「他の教養・娯楽」は、20歳未満で１位、20

歳代で1位、「借家・賃貸アパート」は、20歳代で1位、30歳代で２位、「融資サービス」は、

30歳代で１位、40歳代で２位となっている。

○50歳代・60歳代・70歳以上の高年齢層では、「商品一般」に関する相談が最も多く寄せられ

ている。

表－11 年齢層別で相談の多い商品・サービス

２０歳未満 ２０歳代 ３０歳代

１
他の教養・娯楽

うち ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｹﾞｰﾑ

１７
16

１

他の教養・娯楽
うち 出会い系ｻｲﾄ･ｱﾌﾟﾘ

１４
8
１
融資サービス
全て フリーローン・サラ金

１８
18

２ 化粧品 １０ 借家・賃貸アパート １４ ２ 借家・賃貸アパート １７

３ 健康食品 ６ ３
融資サービス
全て フリーローン・サラ金

１１
11

３ 自動車 １３

４

商品一般 ４ ４ 商品一般 ９ ４ 商品一般 １２

娯楽等情報配信サービス

うち アダルト情報

４

2
５ 電気/役務その他 各６ ５ 工事・建築 ９

４０歳代 ５０歳代 ６０歳代

１ 化粧品 ２３ １ 商品一般 ３４ １ 商品一般 ４７

２
融資サービス
全て フリーローン・サラ金

２０
20

２
融資サービス
全て フリーローン・サラ金

２４
24

２ 化粧品 ３４

３ 商品一般 １６

３

化粧品 １８

３

移動通信サービス
主に 携帯電話サービス

１４
10

４ 借家・賃貸アパート １４
移動通信サービス
主に 携帯電話サービス

１８
11

役務その他 １４

５
娯楽等情報配信ｻｰﾋﾞｽ

うち アダルト情報

１３
10５

他の教養・娯楽
うち 出会い系ｻｲﾄ･ｱﾌﾟﾘ

１２
6

娯楽等情報配信ｻｰﾋﾞｽ
うち アダルト情報

１８
9

７０歳以上

１ 商品一般 ７２

２ 相談その他 ３４

３

化粧品 ２７

役務その他 ２７

５ 工事・建築 ２６
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(６)販売購入形態別

「通信販売」に関する相談が742件で最も多く、次いで「店舗購入」461件、「訪問販

売」137件となっている。

「通信販売」における定期購入に関する相談は、157件と前年度より36件減少している

ものの、「通信販売」全体の約21％を占めている。また、「通信販売」におけるインターネ

ット利用に関する相談は、全体の件数が減少する中で、60歳代及び70歳以上の高齢者層の

件数は、増加している。

①販売購入形態別相談受付件数

表－12 販売購入形態別相談件数

＊マルチ・・・販売組織の加入者が消費者に商品などを購入させ、その販売組織に加入させることによって、
マージンを得るしくみの商法。儲かると思って加入しても思うように売れず、多額の借金と在庫
を抱えることになる。また、他人を勧誘することで自らが加害者になることもある。

＊ネガティブ・オプション・・・注文していない商品を一方的に送りつけ、受け取った消費者が購入しなけれ
ばならないものと勘違いして支払うことを狙った商法。

②通信販売における定期購入に関する相談

表－13 通信販売における定期購入に関する相談

③通信販売におけるインターネット利用に関する相談

表－14 通信販売におけるインターネット利用に関する相談

R３年度 R２年度 R３年度 R２年度

20 歳未満 ４４ ５２ 60 歳代 ９８ ８８

20 歳代 ４２ ５３ 70 歳以上 ６５ ５２

30 歳代 ６２ ６３ 不明 ３２ ４１

40 歳代 １１８ １２５
合計 ５７４ ５９９

50 歳代 １１３ １２５

販売購入形態 R３年度 R２年度 増減

通信販売 ７４２ ８０１ －５９

店舗購入 ４６１ ４９０ －２９

訪問販売 １３７ １４６ －９

電話勧誘販売 １２４ １４７ －２３

マルチ･マルチまがい＊ ３４ ２９ ５

訪問購入 １３ ２５ －１２

ネガティブ・オプション＊ ９ ３１ －２２

その他無店舗 １２ １３ －１

不明・無関係 ６９１ ７１３ －２２

合 計 ２，２２３ ２，３９５ －１７２

年度
通信販売

合計

定期購入 定期購入

以外

定期購入の

割合（％）

H２７ ８５６ ２５ ８３１ ２.９

H２８ ９１０ ６５ ８４５ ７.１

H２９ ８１１ ８１ ７３０ １０.０

H３０ ６１６ ８２ ５３４ １３.３

R 元 ６４７ １７８ ４６９ ２７.５

R ２ ８０１ １９３ ６０８ ２４.１

R ３ ７４２ １５７ ５８５ ２１.２
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(７)問題商法別

表－15 商法別相談件数と主な商品・サービス

＊無料商法・・・「無料で点検する。」「お試し無料」など、「無料」をうたい文句に実際は高額な商品を売りつけ

る商法。

＊サイドビジネス商法・・・「在宅ビジネスで高収入が得られる。」などと言って勧誘し、実際は高額な教材等を

購入させる商法。

＊利殖商法・・・「必ずもうかる。」「高配当」と利益ばかりを強調し、投資や出資などを勧誘する商法。

＊点検商法・・・「○○の点検をします。」と訪問して、「このままでは家が危ない。」「取り替えないと危険です。」

などど不安をあおって、商品やサービスの契約をさせる商法。

＊当選商法・・・「○○が当選しました。」などと消費者をだまし、お金を支払わせる商法。

(８)架空請求・不当請求

① 架空請求（身に覚えのない請求）に関する相談
「架空請求」の相談は、平成29年度には800件を超えていたが、その後、大きく減少し、

令和３年度には36件にまで減少した。･

表－16 架空請求相談件数 年度別推移

表－17 架空請求方法

年度 件数

H２９ ８０３

H３０ ４９２

R 元 １９８

R ２ ６７

R ３ ３６

架空請求 R３年度 R２年度 増減

メール ３３ ５８ -２５

ハガキ ３ ５ －２

電 話 ０ ２ －２

文書（封書、FAX 等） ０ ２ －２

合 計 ３６ ６７ －３１

商 法 R３年度 R２年度 増減 主な商品・サービス

無料商法 １１５ １１６ －１ アダルト情報（１５） 健康食品（１３） 化粧品(７)

ｻｲﾄﾞﾋ ﾞｼ ﾞﾈｽ
商法

３７ ３６ １ 内職・副業（１２） 化粧品（４）

利殖商法 １７ １０ ７ ファンド型投資商品（８）

点検商法 １３ １１ ２ 塗装工事（３） 屋根工事（１） など

当選商法 １２ ２２ －１０ 宝くじ（１） など
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②不当請求（インターネット有料サイト等のワンクリック請求を含めた不当な請求）に関する相談

不当請求の相談件数は、緩やかな減少傾向にあったが、令和３年度は前年度（120件）

より26件増加している。

相談内容としては、無料のアダルトサイトを視聴しようとしたら、突然会員登録されて

高額な請求を受けたというものや、賃貸アパート退去時に高額な退去費用を請求されたな

どの相談が寄せられている。

図－２ 不当請求相談件数 年度別推移

表－18 不当請求 主な商品・サービス

商 品 ・ サービス R３年度 R２年度 増減

１
娯楽等情報配信サービス

うち アダルト情報

４２

33

－

36

－

-3

２ 商品一般 ２８ １８ １０

３ 借家・賃貸アパート ９ ３ ６

４ 化粧品 ７ ３ ４

５ 役務その他 ６ ０ ６

６
健康食品 ５ ８ －３

役務一般 ５ ４ １

そ の 他 ４４ － －

合 計 １４６ １２０ ２６
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(９)フリーローン・サラ金、多重債務に関する相談

フリーローン・サラ金や多重債務相談は、平成22年度以降減少傾向にあり、令和３年度は

前年度（93件）より２件減少し、91件であった。

相談内容としては、多額の借金があるため債務整理をしたいというものや、昔の借金の返済

請求書が届いたなどの相談が寄せられている。

図－３ フリーローン・サラ金、多重債務相談件数 年度別推移

＊多重債務・・・借入社数にかかわらず借金の返済が困難になった状態

表－19 フリーローン・サラ金 年代別・性別相談件数

表－20 多重債務 残債務額

フリーローン・
サラ金

男性 女性
団体・
不明

R３年度 R２年度 増減

２０歳未満 ０ ０ ０ ０ ０ ０

２０歳代 ８ ３ ０ １１ ８ ３

３０歳代 １４ ４ ０ １８ ８ １０

４０歳代 １１ ９ ０ ２０ １９ １

５０歳代 １３ １１ ０ ２４ ２０ ４

６０歳代 ３ ２ ０ ５ １１ －６

７０歳以上 ５ ４ ０ ９ １９ －１０

不明 ３ １ ０ ４ ８ －４

合 計 ５７ ３４ ０ ９１ ９３ －２

残債務額 件 数 残債務額 件 数

～５０万円未満 ４ ６００万円台 ０

５０万円～１００万円未満 ５ ７００万円台 ０

１００万円台 １０ ８００万円台 ０

２００万円台 ３ ９００万円台 ３

３００万円台 ６ １，０００万円以上 ２

４００万円台 ２ 不明 ２８

５００万円台 １ 合 計 ６４
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(10)投資商品に関する相談

投資商品に関する相談件数は減少傾向にあったが、令和３年度はファンド型投資商品が

増加し17件となっている。

表－21 公社債・未公開株・ファンド型投資商品 相談件数推移と６０歳以上の相談件数

表－22 公社債・未公開株・ファンド型投資商品 契約金額・既支払い金額

※平均額は、金額が不明な相談を除き、０円を含む全ての相談の平均である。

(11)新型コロナウイルス感染症に関連する相談

新型コロナウイルス感染症に関連する相談は、71件あり、前年度（201件）から大幅に減少し

た。

相談内容としては、注文した覚えのないマスクが届いたといったものや、電話勧誘でコロナで困

っていると言われ海鮮セットを契約してしまったなどの相談が寄せられている。

表－23 新型コロナウイルス感染症に関する相談件数

表－24 新型コロナウイルス感染症 相談件数の多い商品・サービス

R 元年度 R２年度 R３年度
R３年度
60 歳以上

R３年度
60 歳以上割合

（％）

公社債 ２ １ ０ ０ ０.０

未公開株 ０ ０ ０ ０ ０.０

ファンド型
投資商品

１７ １１ １７ ５ ２９.４

合 計 １９ １２ １７ ５ ２９.４

平均額 最高額 総 額

契約金額 1,837,860 円 7,230,000 円 18,378,604 円

既支払い金額 1,559,225 円 7,230,000 円 15,592,250 円

R３年度 R２年度 増減

件数 ７１ ２０１ －１３０

商 品 ・ サービス R３年度 R２年度 増減

１ 他の保健衛生品 １０ ４９ －３９

２

魚介類 ６ ３ ３

融資サービス ６ ６ ０

他の行政サービス ６ １９ －１３

５
借家・賃貸アパート ４ ４ ０

他の保健・福祉 ４ ２ ２

その他 ３５ １１８ －８３

合 計 ７１ ２０１ －１３０



高知県における消費生活相談　受付状況

市町村受付分県センター受付分 計 市町村受付分県センター受付分 計
2,776 2,223 4,999 3,065 2,395 5,460 

男性 1,049 974 2,023 1,165 1,021 2,186 
女性 1,458 1,103 2,561 1,607 1,198 2,805 
団体・不明・無回答 269 146 415 293 176 469 
20歳未満 61 55 116 77 77 154 
20歳代 160 145 305 163 164 327 
30歳代 138 185 323 185 159 344 
40歳代 257 277 534 286 302 588 
50歳代 285 355 640 374 367 741 
60歳代 295 346 641 322 397 719 
70歳以上 558 585 1,143 623 606 1,229 
団体・不明・無回答 1,022 275 1,297 1,035 323 1,358 
給与生活者 606 823 1,429 779 864 1,643 
自営・自由 133 191 324 140 202 342 
家事従事者 68 158 226 135 163 298 
学生 91 71 162 91 99 190 
無職 760 718 1,478 899 770 1,669 
団体等 69 121 190 113 141 254 
不明・無回答 1,049 141 1,190 908 156 1,064 
店舗購入 725 461 1,186 819 490 1,310 
訪問販売 187 137 324 179 146 324 
通信販売 954 742 1,696 1,029 801 1,829 
マルチ・マルチまがい 31 34 65 25 29 55 
電話勧誘販売 186 124 310 224 147 371 
ネガティブ・オプション 14 9 23 41 31 72 
訪問購入 17 13 30 25 25 50 
その他無店舗販売 18 12 30 10 13 23 
不明・無関係 644 691 1,335 713 713 1,426 
A.　商品一般 269 222 491 291 252 542 
B.　食料品 247 156 403 331 256 587 
C.　住居品 110 94 204 122 85 207 
D.　光熱水品 86 65 151 102 71 173 
E.　被服品 136 94 230 131 105 236 
F.　保健衛生品 236 182 418 252 196 448 
G　教養娯楽品 176 155 331 195 179 374 
H.　車両・乗り物 71 60 131 84 52 136 
I.　土地・建物・設備 73 56 129 59 52 111 
J.　他の商品 7 7 14 6 3 9 
商品計 1,411 1,091 2,502 1,573 1,251 2,823 
K.　クリーニング 12 8 20 6 5 11 
L.　レンタル・リース・貸借 118 116 234 149 93 242 
M.　工事・建築・加工 60 67 127 63 73 136 
N.　修理・補修 43 38 81 35 30 65 
O.　管理・保管 3 2 5 2 4 6 
P.　役務一般 29 20 49 11 20 31 
Q.　金融・保険サービス 387 202 589 403 182 585 
R.　運輸・通信サービス 201 183 384 459 374 833 
S.　教育サービス 10 7 17 7 7 14 
T.　教養・娯楽サービス 185 187 372 45 47 92 
U.　保健・福祉サービス 101 62 163 75 68 143 
V.　他の役務 115 105 220 142 84 226 
W.　内職・副業・ねずみ講 27 20 47 9 9 18 
他の行政サービス 12 19 31 21 40 61 
役務計 1,303 1,036 2,339 1,427 1,036 2,463 
他の相談 62 96 158 65 108 174 

2,776 2,223 4,999 3,065 2,395 5,460 
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高齢者のインターネット利用率

60～69 歳 70～79 歳 80 歳以上

8 4 . 4 % 5 9 . 4 % 2 7 . 6 %
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全体 ６～12歳 13～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上

令和２年 令和3年

令和 3年通信利用動向調査より 令和 4年 5月 27 日総務省報道資料

インターネットの利用者の割合は、13～59 歳の各年齢層で 9割を超えている。



商品/役務 件名 処理結果 処理結果概要

1

爪の中の菌
まで殺菌で
きるジェル

(80歳代)

　注文していない殺菌ジェル
が昨日届いた。
　なぜ、勝手に商品が送られ
てくるのか。返品したい。

あっせん
解決

　センターは、業者からの聞き取りが必要と考え、相談者了解の上、業者に問合わせを行った。
　業者に問合せると、パソコンから注文されたものであること、業者には注文確定のステップが設定されていること、これまで
注文確定せずに注文されたというクレームは入っていないこと、相談者は以前異なる住所で注文し、今回は現在の住所で注
文したと思われること等が判明し、相談者の勘違いの可能性が高いと判断した。

　業者に返品を依頼したところ、相談者の送料負担であれば返品を受け入れ、解約も認めることになった。センターは、相談
者のみで返品をすることが困難ではないかと考え、介護支援者」に協力要請し、商品を返品した。

2

ファンデー
ション

(70歳代)

　「定期購入だが回数縛りが
ない」という広告を見てファン
デーションを申し込んだ。
　初回でやめたいが、電話が
つながらない。

あっせん
不調

　窓口に電話がつながらなかったことをハガキで申し出るよう、センターから相談者に助言した。
　業者へのハガキ到着を確認後に、センターから業者に電話し、電話対応時間は平日の６時間のみでつながりにくいことを伝
えた。業者の回答は、「この電話で３回以降は解約とさせていただくので、２回目商品代を支払って欲しい。」だった。
　相談者にセンターに来所を求めた。

　相談者は、「解約できるなら２回目を支払う。懲りたので、今後通販は利用しない。」と回答し、終了。

3
アダルトサ
イト

(70歳代)

　スマホでアダルトサイトを検
索。
　無料動画を見ていたら、突
然登録となり高額請求をされ
た。

助言
(自主交渉)

　同様事例について情報提供。相談者から聞き取りした内容では契約は有効に成立しているとは思われないため。支払義務
はないと考えられる。その旨、相談者へ説明し、サイトからの請求には応じず無視するようにと助言。

　今後も、メールなどで架空の請求をされる可能性があることを伝え、怪しいサイトには近づかないようにと注意を促し、終了と
した。

4
動画配信

(80歳代)

　動画配信サービスの無料体
験が終了する期限前に解約し
たが、月額料金を請求され
た。
　支払いたくない。

助言
(自主交渉)

　期限を約２時間越えたため、有料契約に移行したことがわかった。

　相談者にこれを伝えると「わかった。自分が誤解していた」と回答があり、終了。

5

身に覚えの
ない請求

(80歳代)

　クレジットカードの請求書を
確認すると身に覚えのない請
求あり。認知機能が低下して
いることから、記憶が曖昧。
　どうしたらよいか

助言
（自主交渉)

　相談者から当センターに同様の相談が複数寄せられている。相談者は、これまでインターネット通販事業者を通じて取引を
している。センターの支援が必要であると判断した。
　斡旋のために必要な書面を受け取り、クレジットカード会社へ連絡し、業者の連絡先を案内してもらった。その後、相談者や
家族と共にセンターから業者へ連絡し、今回の経緯を伝え、利用状況について確認した。

　利用状況を照らし合わせたたところ、相談者は利用を思い出した。
　センターは、相談者に通信販売について説明し、以降の契約内容の記録と家族との情報共有を助言した。

令和３年度　高齢者のインターネット利用を契機とした相談の概要



お申し込み前 に必ずご

お申し込み前に必ずご確認ください！

１本トクトクコースについて

さらに、６回目以降もず～っと特別価格！

※１本トクトクコースは５ヵ月のご継続がご条件となります。

※５回のお受け取りで、トクトクコースは

合計２０．４５６円（税込/送料込）のお支払いになります。

※６回目以降は、発送日の１０日前までにご連絡を頂ければ

いつでも解約が可能です。

※解約等のご連絡はカスタマーセンター（0570-○○○-○○○）

お問い合わせフォーム（https://○○○－○○○/○○○）

までお願いいたします。

初
回
価
格

実
質

1 回目

無料

２～５回目

4,989
送料無料送料 500相

当

特別価格約 30％OFF!

円

円のみ
（税込み）

（税込み）


